
■第 1 条（保険金をお支払いする場合）

■第 2 条（保険期間と支払責任との関係）

■第 3 条（用語の定義等）

■第 4 条（他の保険契約との関係）

■第 5 条（保険金をお支払いしない場合）



■第 6 条（保険契約の申込み）

■第 7 条（告知義務）

■第 8 条（被保険者のお住まいに関する通知義務）　　　

■第 9 条　（お客様の住所に関する通知義務）

■第 10 条（保険契約の無効）

■第 11 条（保険契約の失効）

■第 12 条（被保険者が死亡した場合の特別取扱い）

■第 13 条（お客様による保険契約の解除）

■第 14 条（保険契約解除の効力）

■第 15 条（保険料の返還－契約の無効・失効の場合）

■第 16 条（保険料の返還－契約解除の場合）



■第 19 条（損害防止義務）

■第 20 条（代位）

■第 21 条（保険金の支払時期）

■第 22 条（保険金支払後の保険契約）

■第 23 条（保険契約の継続）

■第 24 条（継続契約の告知義務）

■第 25 条（継続保険料の払込み）

■第 26 条 ( 継続保険料払込み前の事故）

■第 27 条 ( 継続保険料不払いによる契約の解除 )

■第 28 条（継続契約の保険料および保険金額の見直し）

■第 29 条（通知日以降の継続契約の条件変更）

■第 30 条（継続契約に適用される特約）

■第 31 条（準拠法）

■第 17 条　（弊社による保険期間中の保険契約の変更または解除）

■第 18 条（損害発生の場合の手続き）



■第 32 条（管轄裁判所）

■第 1 条（特約の適用）

■第 1 条（クレジットカードによる保険料払込みの承認）

■第 2 条（クレジットカードによる保険料の払込み） 

■第 3 条（カード会社から保険料相当額を領収できない場合） 

■第 4 条（保険料の返還の特則）  

■第 5 条（継続契約の保険料の不払いによる直接請求および解除）

■第 6 条（普通保険約款の適用除外等）

■第２条（保険料の払込み）

■第 3 条（保険料払込前の事故）

■第４条（保険料不払いの場合の解除）

■第５条（普通保険約款の適用）

ご不明な点、ご相談、苦情などお気軽にお問合せください。専門スタッフがていねいにお答えします。　

0120-431-909


